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１６ タンクの内容積の計算方法について 

                 （H13.3.30 消防危第４２号通知） 

 

１ タンクの内容積として計算する部分 

（１） 固定屋根を有するものは，固定屋根を除いた部分（別添１，第１，１） 

（２） 浮き屋根を有するものは，浮き屋根が最高位に達し，かつ，浮き屋根としての機能を維持 

できる位置にあるときの液面から上の部分（液面を当該液面以下に設定した場合は当該液  

面から上の部分）を除いた部分（別添１，第1，２） 

（３） （１）及び（２）以外のものは全体を内容積とすること。 

 

２ 内容積の算定方法 

  内容積は，タンクを胴・鏡板等に分けて，各部分の形状に応じた計算方法により計算し，その各

部分の容積を合計すること。 

  具体的な計算式の例を別添１，第２に示す。 

  なお，改正前の危険物の規制に関する規則第２条第１号イ及びロ並びに第２号イの計算方法によ

り求められた値，CAD等により計算された値又は実測値を活用し内容積を計算して差し支えないこ

と。 

 

 

 

 

 
 

 

 



執務資料編１６ タンクの内容積の計算方法について 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



執務資料編１６ タンクの内容積の計算方法について 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



執務資料編１６ タンクの内容積の計算方法について 

 

4 

 

 

 

 



執務資料編１６ タンクの内容積の計算方法について 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



執務資料編１６ タンクの内容積の計算方法について 

 

6 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



執務資料編１６ タンクの内容積の計算方法について 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



執務資料編１６ タンクの内容積の計算方法について 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 


